
   

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年 ２月１３日 

京 丹 後 市 役 所 

 

 市では大規模災害に行政だけでは災害対応が困難な場合があることから、民

間団体等との協力体制を整えることを目的として、各種の分野において現在 86

の組織・団体や民間事業所と災害時の応援協定を締結しています。 

今回、被災者支援対策を更に強化するため、京都司法書士会及び一般社団法

人 京都公共嘱託登記司法書士協会と京丹後市は、災害時支援協定となる「災害

時における被災者支援に関する協定」の締結を行います。 

 

記 

 

１ 日 時  令和２年 ２月１８日（火） １１時００分～１１時３０分 

 

２ 場 所  京丹後市役所 ３０２会議室 

 

３ 出席者  ・京都司法書士会（会長 他） 

・一般社団法人 京都公共嘱託登記司法書士協会（理事長 他） 

・京丹後市（市長、総務部長、市民環境部長、総務課長 他） 

 

 ４ 協定概要 

 （1）京都司法書士会及び一般社団法人 京都公共嘱託登記司法書士協会によ

る被災者相談等業務（被災者等への登記相談、法律相談等） 

（2）その他、市が必要とする支援 

 

 

報道資料 

「災害時における被災者支援に関する協定」 

調 印 式 

京都司法書士会・一般社団法人京都公共嘱託登記司法書士協会・京丹後市 

［問い合わせ先］ 

京丹後市総務部総務課   

 TEL 0772-69-0140／FAX 0772-69-0901 


